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モニタリング結果報告書

平成１９年８月

モニタリングの対象 適正な移植医療を推進すること
となる施策目標

１．政策体系上の位置付け

基本目標 Ⅰ 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進す
ること

施策目標 ５ 感染症など健康を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染
者等に必要な医療等を確保すること

５－３ 適正な移植医療を推進すること施策目標

個別目標１ 臓器移植対策等を推進すること

（主な事務事業）
・臓器移植対策事業
・造血幹細胞移植対策事業

施策の概要（目的・根拠法令等）
１．目的等

適正な移植医療（臓器移植、骨髄移植、さい帯血移植等）の推進を図るため、あっせ
ん機関の体制整備や移植医療に関する知識の普及啓発等を行う。
２．根拠法令等

臓器の移植に関する法律（平成９年法律第１０４号）
主管部局・課室 健康局疾病対策課臓器移植対策室
関係部局・課室

２．施策目標に関する指標
施策目標に係る指標
（達成水準／達成時期）

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８
１ 臓器提供意思登録システム登録者

数（単位：人） － － － － 4,929
（前年度以上／毎年度）

２ 骨髄移植ドナー登録者数（単位：
人） 168,413 186,153 204,710 242,858 276,847
（30万人／－）

（調査名・資料出所、備考）
・ 指標１は（社）日本臓器移植ネットワークの調べによる。なお、臓器提供意思登録

システムは平成１９年３月５日に供用を開始したため、平成１７年度までの当該数値
は存在しない。

・ 指標２は（財）骨髄移植推進財団の調べによる。
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３．個別目標に係る指標等
個別目標１ 臓器移植対策等を推進すること

個別目標に係る指標
アウトカム指標

（達成水準／達成時期） Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８
１ 臓器提供意思登録システム登録者

数（単位：人） － － － － 4,929
（前年度以上／毎年度）
※施策目標に係る指標１と同じ

２ 骨髄移植ドナー登録者数（単位：
人） 168,413 186,153 204,710 242,858 276,847
（30万人／－）
※施策目標に係る指標２と同じ

（調査名・資料出所、備考）
・ 指標１は（社）日本臓器移植ネットワークの調べによる。なお、臓器提供意思登録

システムは平成１９年３月５日に供用を開始したため、平成１７年度までの当該数値
は存在しない。

・ 指標２は（財）骨髄移植推進財団の調べによる。
・ 各年度の数値は年度末時点である。

施策目標・個別目標を達成するための主な事務事業の概要
臓器移植対策事業事務事業名

平成18年度 ５２１万円（補助割合：[国１／２][１０／１０ [ ／ ]）]
予 算 額 一般会計、厚生保険特会、労働保険特会、その他（ ）
実 施 主 体 本省、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室 、検疫所）

都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
その他（ ）

概要：臓器移植において必要不可欠な臓器あっせん機関の体制整備を行うとともに、
臓器移植に関する知識の普及啓発を行うこと等により、適正な臓器移植の推進
を図る。
なお、(社)日本臓器移植ネットワークが行うあっせん業務については１０／１

０、普及啓発業務については１／２の補助割合となっている。

造血幹細胞移植対策事業事務事業名
平成18年度 １，７８８百万円（補助割合：[国１／２][１０／１０][ ／ ]）
予 算 額 一般会計、厚生保険特会、労働保険特会、その他（ ）
実 施 主 体 本省、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室 、検疫所）

都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
その他（日本赤十字社）

概要：造血幹細胞移植（骨髄移植、さい帯血移植等）は、白血病等の血液難病患者に
対する根治療法であるが、いずれも白血球の型（ＨＬＡ型）の適合する善意の
提供者からの提供を待って初めて実現できる治療法である。そのため、それぞ
れ（財）骨髄移植推進財団、全国１１のさい帯血バンク等において、ドナーの
確保及びドナー・患者間のあっせん業務を実施している。
なお （財）骨髄移植推進財団が行うあっせん業務及びさい帯血バンク等が行、

うさい帯血の採取・分離・保存業務については１０／１０ （財）骨髄移植推、
進財団が行う普及啓発業務については１／２の補助割合となっている。

（Ⅰ－５－３）


